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ご注意：この文章は、当社の 130％コールオプション条項付第４回無担保転換社債型新株予約権付社債発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資

勧誘を目的として作成されたものでありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する転換社債型新株予約権付社債発行届出目論見書(並びに訂正事項分)
をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断で行うようお願いいたします。 

 

平成 17 年 12 月 5 日 

各   位 

 

会 社 名 丸 全 昭 和 運 輸 株 式 会 社

代表者名 代表取締役社長 野 口 正 剛

（コード番号 9068 東証第一部） 

問合せ先 取締役経理部長 山 形 正 治

（TEL 045―671―5861） 

 

  

無担保転換社債型新株予約権付社債発行に関するお知らせ 
 

当社は、平成 17 年 12 月 5日開催の取締役会において、130%コールオプション条項付第 4回無担保転換社債型新株

予約権付社債の発行を決議いたしましたので、その概要につき下記のとおりお知らせいたします。 

なお、本社債の募集につきましては、発行価額（額面 100 円につき金 100 円）と異なる価格（発行価格、額面 100

円につき金 102.5 円）で一般募集を行います。 
 

記 

 

1. 社 債 の 名 称  丸全昭和運輸株式会社130%コールオプション条項付第4回無担保転換社債型新

株予約権付社債（転換価額下方修正条項及び転換社債型新株予約権付社債間限

定同順位特約付）（以下｢本社債｣といい、新株予約権のみを｢本新株予約権｣と

いう。） 

2. 社 債 の 総 額  金 50 億円 

3. 各 社 債 の 金 額  金 100 万円の 1種 

4. 社 債 券 の 形 式  無記名式利札付に限る。 

5. 利 率  未定（年 0.0%を仮条件とする。） 

利率については、上記仮条件により需要状況を勘案したうえで、平成 17 年 12

月 14 日（水）に決定する予定。 

6. 発 行 価 額  本社債額面 100 円につき金 100 円 

ただし、本新株予約権は無償にて発行するものとする。 

7. 発行価格（募集価格）  本社債額面 100 円につき金 102.5 円 

8. 償 還 価 額  本社債額面 100 円につき金 100 円 

ただし、繰上償還する場合は、第 17 項第(3)号又は第(4)号に定める価額によ

る。 

9. 分 離 譲 渡 の 禁 止  商法第 341条ノ 2第 4項の定めにより本新株予約権または社債のうち一方のみ

を譲渡することはできないものとする。 

10. 償 還 期 限  平成 23 年 3月 31 日(木) 

11. 申 込 期 間  平成 17 年 12 月 15 日(木)から平成 17 年 12 月 20 日(火)まで 

12. 払 込 期 日  平成 17 年 12 月 21 日(水) 

13. 募 集 方 法  一般募集 

14. 物上担保・保証の有無  本社債には物上担保及び保証は付されておらず、また本社債のために特に留保

されている資産はない。 

15. 財 務 上 の 特 約  担保提供制限条項、担保附社債への切換条項、特定資産の留保条項及び利益維

持条項が付されている。 

16. 利 払 日  毎年 3月 31 日及び 9月 30 日 
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17. 社債の償還の方法及び期限 

(1) 本社債の元本は、平成 23年 3月 31 日にその総額を償還する。ただし、本社債の繰上償還及び買入消却に関

しては、本項第（3）号乃至第（5）号に定めるところによる。 

(2) 償還すべき日が銀行休業日に当るときは、その前銀行営業日にこれを繰り上げる。 

(3) 当社が他の会社の完全子会社となる場合の繰上償還 

当社は、当社が株式交換または株式移転により他の会社の完全子会社となることを当社の株主総会で決議

した場合、残存する本社債の総額を本社債の額面 100 円につき次の価額で繰上償還することができる。こ

の場合、当社は本新株予約権の全部を同時に無償にて消却するものとする。 

平成 17 年 12 月 22 日から平成 18 年 3月 31 日まで    金 105 円 

平成 18 年 4月 1日から平成 19 年 3月 31 日まで     金 104 円 

平成 19 年 4月 1日から平成 20 年 3月 31 日まで      金 103 円 

平成 20 年 4月 1日から平成 21 年 3月 31 日まで      金 102 円 

平成 21 年 4月 1日から平成 22 年 3月 31 日まで      金 101 円 

平成 22 年 4月 1日から平成 23 年 3月 30 日まで      金 100 円 

(4) 130%コールオプション条項 

当社は、株式会社東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の終値（気配表示を含まない。）が

ある 20 連続取引日にわたり、当該終値が第 18 項第(7)号乃至第(9)号の規定によって当該各取引日に適用

のある転換価額（ただし、株式分割が行われる場合の株主割当日（取引所取引が行われない日である場合

にはその直前の取引日）の 3取引日前の日から株主割当日（同前）当日までの 4取引日の間における本 

130%コールオプション条項の適用に当っては、株式分割に関する第 18 項第(9)号の規定による調整後の 

転換価額の適用時期にかかわらず、当該各取引日の１か月前の日の登記済み発行済株式総数を既発行株式

数とし、当該株式分割により発行されることとなる株式数を新発行・処分株式数として、同号の転換価額

調整式に当てはめて計算された転換価額をもって「当該各取引日に適用のある転換価額」とみなす。）の

130%以上であった場合、平成 19 年 1月 4日以降いつでもその時点において未償還の本社債の総額を額面

100 円につき金 100 円で繰上償還することができる。この場合、当社は本新株予約権の全部を同時に無償

にて消却するものとする。 

(5) 本社債の買入消却は、発行日の翌日以降いつでもこれを行うことができる。ただし、本社債の社債部分また

は本新株予約権の一方のみを消却することはできない。本社債の買入消却の場合、当社は取得した本新株予

約権につき、その権利を放棄するものとする。 

18. 本新株予約権の内容 

(1) 本社債に付された本新株予約権の数 

各本社債に付された本新株予約権の数は１個とし、合計 5,000 個の本新株予約権を発行する。なお、本社

債の券面総額に対する本新株予約権の付与割合は 100%とする。 

(2) 本新株予約権の発行価額 

無償とする。 

(3) 本新株予約権の目的である株式の種類及び数 

本新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、その行使請求により当社が当社普通株式を新

たに発行またはこれに代えて当社の有する当社普通株式を移転（以下当社普通株式の発行または移転を当

社普通株式の「交付」という。）する数は、各社債権者が行使請求のため提出した本社債の発行価額の総

額を本項第(7)号②に定める転換価額で除して得られる最大整数とする。この場合に１株未満の端数を生

じたときはこれを切り捨て、現金による調整は行わない。 

(4) 本新株予約権の行使期間 

本社債の社債権者は、平成 18 年 2 月 1日から平成 23 年 3 月 30 日（第 17 項第(3)号又は第(4)号の定める

ところにより、平成 23 年 3月 30 日以前に本社債が繰上償還される場合には、当該償還日の前銀行営業日）

までの間（以下｢行使請求期間｣という。）、いつでも、本新株予約権の行使を請求すること（以下｢行使請

求｣という。）ができる。 

(5) 本新株予約権の行使の条件 

当社が本社債につき期限の利益を喪失した場合には、以後本新株予約権を行使することはできないものと

する。また、各本新株予約権の一部について行使請求することができない。 

(6) 本新株予約権の消却事由及び消却の条件 

当社が本社債を、第 17 項第(3)号または第(4)号の定めにより繰上償還する場合は、本新株予約権の全部

を同時に無償にて消却するものとする。 
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(7) 本新株予約権の行使に際して払込をなすべき額 

①本新株予約権の行使に際して払込をなすべき額は、各本社債の発行価額と同額とする。 

②本新株予約権の行使に際して払込をなすべき1株当りの額（以下｢転換価額｣という。）は、平成17年12月14

日（水）の株式会社東京証券取引所における当社の普通株式の普通取引の終値（当日に終値がない場合は、

その日に先立つ直近日の終値）に日本証券業協会が定める公正取引慣習規則第14号第7条の2に規定される

方式による需要状況の結果等を考慮し、同日に103%から105%の範囲内で決定される値を乗じて算出される

金額とし、計算の結果1円未満の端数を生じた場合は、その端数を切り上げるものとする。なお、上記の

計算の結果算出される値が103%を下回るとき、または転換価額が413円を下回るときは、本社債の発行を

中止する。なお、転換価額は本項第(8)号または第(9)号により修正または調整されることがある。 

(8) 転換価額の下方修正 

①当社は、平成 19 年 12 月 22 日（以下｢決定日」という。）まで（当日を含む。）の株式会社東京証券取引 

所における当社の普通株式の普通取引の終値がある 5連続取引日の当該終値（気配表示を含まない。）の

平均値（計算の結果 1円未満の端数を生じた場合は、その端数を切り上げた金額をいう。）が決定日に有

効な転換価額を 1円以上下回る場合には、転換価額を上記の計算の結果算出された金額と同一の金額に修

正する。 

②本号①の規定に関わらず、本号①により修正された転換価額が、当初の転換価額の 80%下回る場合には、

当該 80%に当る金額の１円未満を切り上げた金額を、修正後の転換価額とする。ただし、当初の転換価 

額が決定日までに本項第(9)号により調整された場合には、当該調整後の転換価額を当初の転換価額とみ

なす。 

③本号①及び②により修正された転換価額は、平成 20 年 1 月 22 日(以下｢効力発生日」という。)以降、 

これを適用する。 

④決定日の翌日から効力発生日までの間に、本項第(9)号に基づく調整後の転換価額が適用されることとな

る場合には、本号①または②による修正が決定日に効力を生じたものとみなして、修正後の転換価額につ

いて当該調整を行い、算出された金額を効力発生日以降に有効な転換価額とする。 

(9) 転換価額の調整 

当社は、本社債の発行後、当社普通株式の時価を下回る発行価額又は処分価額をもって当社普通株式を新

たに発行または当社の有する当社普通株式を処分する場合には、次に定める算式をもって転換価額を調整

する。なお、次の算式において、「既発行株式数」は、当社の発行済普通株式数から、当社の有する当社

普通株式の数を控除した数とする。 

      新 発 行 ・ 1 株 当 り の 

    既発行 処分株式数
×

発行・処分価額 

調 整 後 調 整 前 株式数
＋

時  価 

転換価額 
＝ 

転換価額 
× 

既発行株式数＋新発行・処分株式数  

 また、当社は、株式分割、時価を下回る価額をもって当社の普通株式に転換される証券もしくは転換でき

る証券または当社の普通株式の交付を請求できる新株予約権もしくは新株予約権付社債を発行する場合 

等にも、転換価額を調整する。 

(10) 代用払込に関する事項 

商法第 341 条ノ 3第 1項第 7号及び第 8号により、本社債の社債権者が本新株予約権を行使したときは本

社債の全額の償還に代えて当該本新株予約権の行使に際して払込をなすべき額の全額の払込とする請求 

があったものとみなす。 

(11) ①本新株予約権の行使請求の効力は、行使請求に要する書類が行使請求受付場所に到着した日に発生する。

②本新株予約権の行使請求により交付された当社普通株式の配当金または商法第293条ノ5に定められた金

銭の分配（中間配当金）については、行使請求が 4月 1日から 9 月 30 日までの間になされたときは 4月

1日に、10 月 1 日から翌年 3月 31 日までの間になされたときは 10 月 1 日にそれぞれ当社普通株式の交付

があったものとみなしてこれを支払う。 

(12) 当社は、本新株予約権の行使請求の効力発生後速やかに株券を交付する。ただし、単元未満株式については

株券を発行しない。 
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(13) 新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の発行価格中資本に組み入れない額 

本項第(7)号②により決定される転換価額（ただし、本項第(8)号または第(9)号によって修正または調整

された場合は修正または調整後の転換価額）から資本に組入れる額を減じた額とする。資本に組入れる額

とは、転換価額（ただし、本項第(8)号または第(9)号によって修正または調整された場合は修正または調

整後の転換価額）に 0.5 を乗じた金額とし、計算の結果 1円未満の端数を生ずる場合は、その端数を切り

上げるものとする。 

19. 新株予約権の発行価額を無償とする理由及びその行使に際して払込をなすべき額の算定理由 

本新株予約権は、転換社債型新株予約権付社債に付されたものであり、本社債からの分離譲渡はできず、

本新株予約権が行使されると代用払込により本社債は消滅し、かつ本社債が繰上償還されると本新株予約

権は消却されるなど、本社債と本新株予約権が相互に密接に関連すること、並びに、本社債の利率(上限

0.1%)及び発行価額等のその他の発行条件により当社が得られる経済的価値と、本新株予約権に内在する

理論的な価値及び市場環境等を考慮した本新株予約権の価値とを勘案し、その発行価額を無償とした。ま

た、本社債が転換社債型新株予約権付社債であることから各本新株予約権 1個の行使に際して払込をなす

べき額は本社債の発行価額とし、当初の転換価額は第 19 項第(7)号記載の方式による需要状況の結果等に

基づき、平成 17 年 12 月 14 日（水）の株式会社東京証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値

（当日に終値がない場合は、その日に先立つ直近日の終値）に 103%から 105%の範囲内で決定される値を

乗じて算出される額とし、計算の結果 1円未満の端数を生じた場合は、その端数を切り上げるものとした。

20. 社 債 管 理 会 社  株式会社横浜銀行（代表）、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社 

21. 元 利 金 支 払 場 所  株式会社横浜銀行、みずほインベスターズ証券株式会社他 

22. 登 録 機 関  株式会社横浜銀行 

23. 行 使 請 求 受 付 場 所  三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社証券代行部 

24. 行 使 請 求 取 次 場 所  株式会社横浜銀行、みずほインベスターズ証券株式会社、他 

25. 引 受 会 社  みずほインベスターズ証券株式会社(代表)、日興シティグループ証券株式会

社及び新光証券株式会社を幹事とする引受証券団 

26. 申 込 取 扱 場 所  引受会社の全国の本支店及び営業所 

27. 取 得 格 付  Ａ－：株式会社日本格付研究所 

28. 

29. 

保管振替機関への同意 

上 場 予 定 日 

 平成 13 年 7月 30 日同意書提出 

本社債は平成17年 12月 22日(木)に株式会社東京証券取引所への上場を予定

しております。 

ただし、上場日は変更されることがあります。 

30. 本社債の利率を年 0.0％とする場合は、第 4 項記載の社債券の形式は無記名式とし、第 16 項記載の利払日

については、当該記載事項がないものとし、第 21 項記載の元利金支払場所は償還金支払場所と読み替える。

31. 上記に定めるもののほか、利率の決定その他本社債の発行に関し必要な一切の事項は、当社代表取締役社長

に一任する。 

32. 上記各項については、証券取引法による届出の効力発生を条件とする。 

  以 上
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ご注意：この文章は、当社の 130％コールオプション条項付第４回無担保転換社債型新株予約権付社債発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資

勧誘を目的として作成されたものでありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する転換社債型新株予約権付社債発行届出目論見書(並びに訂正事項分)
をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断で行うようお願いいたします。 

【ご参考】 
1. 調達資金の使途 
  (1) 今回調達資金の使途 
     手取概算額 4,972 百万円については、全額設備資金に充当する予定であります。 
     なお、設備投資計画については、以下のとおりです。 

      
投資予定金額 着手及び完了予定 

会社名 
事業所名 

所在地 
事業の種類別
セグメントの
名称 

必要性 
総額 

（百万円）
既支払額

（百万円）

資金調達方
法 

着手 完了 

完成後の
増加能力

当社 
中部支店 

愛知県 
東海市 

物流事業 
物流拠点の確
保 

2,000 － 

新株予約権
付社債発行
資金、自己
資金 

平成18年３月 平成19年10月
倉庫 
19,800㎡

当社 
京浜支店 

栃木県 
鹿沼市 

物流事業 
保管設備の増
強 

599 397

新株予約権
付社債発行
資金、自己
資金 

平成17年３月 平成17年12月
倉庫 
3,960㎡

当社 
関西支店 

大阪府 
豊中市 

物流事業 
保管設備の増
強 

420 －

新株予約権
付社債発行
資金、自己
資金 

平成18年３月 平成19年２月
倉庫 
2,820㎡

当社 
鹿島支店 

茨城県那珂
郡 

物流事業 
保管設備の増
強 

1,577 577

新株予約権
付社債発行
資金、自己
資金 

平成18年３月 平成19年２月
倉庫 
4,488㎡

当社 
関西支店 

大阪府堺市 物流事業 
保管設備の増
強 

2,600 －

新株予約権
付社債発行
資金、自己
資金 

平成18年３月 平成19年２月
倉庫 
19,800㎡

当社     
京浜支店 

神奈川県 
相模原市 

物流事業 
保管設備の 

増強 
700 －

新株予約権
付社債発行  
資金、自己
資金 

平成18年1月 平成19年8月
倉庫 
6,838㎡

当社 
神奈川県 
横浜市 

物流事業 
3ＰＬシステム

の構築 
1,346 676

新株予約権
付社債発行
資金、自己
資金 

平成17年３月 平成18年3月
情報ネット
ワークの強

化 

 (注) 新株予約権付社債発行資金は、今回の転換社債型新株予約権付社債発行に伴う手取金であります。 

 
  (2) 前回調達資金の使途の変更 
     該当事項はありません。 

(3) 業績に与える見通し 
     今回の転換社債型新株予約権付社債発行による調達資金につきましては、全額設備投資資金に充当するこ

とにより、売上高と収益の増加が見込まれます。 
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ご注意：この文章は、当社の 130％コールオプション条項付第４回無担保転換社債型新株予約権付社債発行に関して一般に公表するための記者発表文であり、投資

勧誘を目的として作成されたものでありません。投資を行う際は、必ず当社が作成する転換社債型新株予約権付社債発行届出目論見書(並びに訂正事項分)
をご覧いただいた上で、投資家ご自身の判断で行うようお願いいたします。 

2. 株主への利益配分等 
  (1) 利益配分に関する基本方針 

当社の利益配分につきましては、株主の皆様に対する利益還元が経営の重要政策の一つであると認識してお   
り、長期的に安定した配当を継続することを基本方針としております。 

  (2) 配当決定に当たっての考え方 
    上記基本方針に基づき、会社の業績と配当性向、株主資本利益率などを総合的に勘案して決定することとし    

ております。 
  (3) 内部留保資金の使途 
    内部留保金につきましては、財務体質の強化ならびに今後の競争力・収益力の向上のため有効に活用してま

いります。 
 (4) その他 

      該当事項はありません。 
  (5) 過去３決算期間の配当状況等 

 平成 15 年 3月期 平成 16 年 3月期 平成 17 年 3月期 

1 株 当 た り 当 期 純 利 益 12.59 円 18.95 円 22.78 円 

１ 株 当 た り 配 当 額 
（１株当たり中間配当額） 

7.0 円 
（3.5 円） 

7.0 円 
（3.5 円） 

7.0 円 
(3.5 円) 

実 績 配 当 性 向 55.5% 36.9% 30.7% 

株 主 資 本 利 益 率 3.1% 4.4% 4.9% 

株 主 資 本 配 当 率 1.6% 1.5% 1.4% 

  （注）1.株主資本利益率は、決算期末の当期純利益を株主資本（期首の資本の部合計と期末の資本の 
         部合計の平均）で除した数値です。 
        2.株主資本配当率は、年間配当総額を株主資本（期首の資本の部合計と期末の資本の部合計の 

平均）で除した数値です。 
 

3．過去 3年間に行われたエクイティ・ファイナンスの状況 
  (1) エクイティ・ファイナンスの状況    
        該当ありません。 

(2) 過去３決算期間及び直前の株価等の推移 

 平成 15 年 3月期 平成 16 年 3月期 平成 17 年 3月期 平成 18 年 3月期

始値 235 円 242 円 337 円 383 円

高値 253 円 360 円 430 円 490 円

安値 202 円 235 円 281 円 352 円

終値 243 円 334 円 388 円 485 円

株価収益率 19.3 倍 17.6 倍 17.0 倍 ― 

    （注）1.平成 18 年 3 月期の株価については、平成 17年 12 月 2 日現在で記載しています。 
2.株価収益率は、決算期末の株価（終値）を当該決算期末の１株当たり当期純利益で除した数値 

         であります。 
4.その他 
 (1) 売先指定の有無 
    該当事項はありません。 
 (2) 潜在株式による希薄化情報等 
    今回の資金調達を実施することにより、直近の発行済株式数に対する潜在株式の比率は 9.98%となる見込み

です。 
（注）1.潜在株式の比率は、今回発行する新株予約権付社債が、全て株式に転換された場合に交付される株

式数を直近の発行済株式総数で除したものです。 
2.予想転換価額：510 円（平成 17 年 12 月 2 日の東証終値 485 円 5.0%ｱｯﾌﾟ） 

    発行済株式総数：98,221,706 株(平成 17 年 10 月 31 日現在) 

 

以 上 


